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令和 4 年 6 月第 8 回松阪市教育委員会定例会会議録 

 

令和 4 年 6 月 15 日（水）教育委員会室 

 

報告事項 

報告第 27 号 松阪市学校プール夏季休業中管理運営補助金交付要綱の 

一部改正について 

報告第 28 号 令和 4 年度 5 月児童生徒の問題行動等について 

 

出席者 

教育長                 中 田  雅 喜 

委員（教育長職務代理者）        長 井  雅 彦 

       委員                  谷 口  雅 美 

       委員                  服 部  美由紀 

       委員                  松 江   茂 

 

出席事務局職員 

       事務局長                刀 根  和 宜 

       事務局次長               村 田  佳 之 

       教育総務担当参事兼教育総務課長     尼 子  宗 成 

学校教育課長              金 谷  勝 弘 

       学校支援担当参事兼学校支援課長     大 辻  結 花 

子ども支援研究センター所長       中 西  明 美 

 

午後 1 時 30 分 開会 

 

○教育長 

それでは、ただいまから令和 4 年 6 月第 8 回松阪市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

傍聴の申し出はございませんでしたので、ご報告申し上げます。 

それでは、事項書に従いまして、進めてまいります。 

本日は、議決事項がございません。 

報告第 27 号および第 28 号につきまして、事務局から説明願います。 

27．松阪市学校プール夏季休業中管理運営補助金交付要綱の一部改正について 

（報告第 27 号 学校教育課長から説明） 

28．令和 4 年度 5 月児童生徒の問題行動等について 

（報告第 28 号 学校支援課長から説明） 

○教育長 

それでは、事務局からの説明に対し、質問、意見はございませんか。 

今年度における学校プールの夏季休業中の貸出状況について、少し説明してください。 

◎事務局 
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現段階で実施が決定しているのは、松ヶ崎、東黒部、西黒部、機殿の 4 地区です。検

討中が 3 地区、コロナの関係などで中止を決定したのが 17 地区となっております。 

○教育長 

夏休み中のプールは、学校が保護者（PTA）に貸し出して、保護者が運営しています。 

特に、放課後児童クラブの子どもたちは、夏休みのプールを楽しみにしています。そ

れが開催されないとなると、本当に気の毒です。例えばですが、放課後児童クラブに貸

し出し、運営していただくということは可能でしょうか。 

◎事務局 

確認させてください。 

○教育長 

確認していただき、できる方法があれば、この夏に向けて検討していきましょう。 

児童生徒の問題行動等について、コロナに起因して相談が増えているなど、状況はど

うですか。 

◎事務局 

コロナ禍で制限のある生活が続き、子どもたちは心身ともに不安定な状況にあり、不

登校の子どもが増えてきていますので、相談員やカウンセラーなど、誰かと繋がってい

る状況、誰ひとり取り残さないという状況を作り上げていきたいと考えます。ICT を活

用してネット上で繋がるということも含めて、不登校の増加に歯止めをかけるために、

重点的に取り組んでまいりたいと考えています。 

○教育長 

次回までに、該当する子どもたちが、どのような方法で誰と繋がっているとか、どの

程度まで繋がったとか、相談件数がどれくらいあるとか、家庭訪問を何件したとか、実

際の活動実績、活動例を報告してください。 

他に質問、意見はございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

質問等がないようですので、報告第 27 号および第 28 号を承認したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

（委員から「異議なし」の声） 

○教育長 

異議なしと認めます。よって、報告第 27 号および第 28 号は承認いたしました。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

○教育長 

報告事項が終了いたしましたので、「その他」に入ります。 

委員の皆様から何かございませんか。 

◆委員 

小中学校における屋外のマスクの着脱について、これからの季節に向けて、どちらの

方が危険性が高いのかという観点で判断してもらいたいと思います。 

◆委員 

前回の定例会にて、おっしゃっておられた、マスクが外せない子どもさんは、その後

どうなりましたか。 

◆委員 
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まだ、マスクを外せずにいます。ただ、体育のプール授業については仲の良い友達に

説得され、マスクを外して入ることができたみたいです。 

○教育長 

学校におけるマスクの着脱の状況について、報告してください。 

◎事務局 

運動会においては、練習も含めて、ほぼ全員がマスクを外しておりました。登下校時

も距離を保てる場合は、マスクを外しております。学校にはマスクの着脱について通知

も出しておりますし、マスクを外せない子どもへの配慮についても徹底しております。 

○教育長 

熱中症は亡くなる可能性があるので、これからは熱中症対策を重点的に取り組んでも

らいたいと思います。 

◆委員 

夏場は特にコロナウイルスの感染力も弱まると考えられていますので、熱中症対策の

方に比重を置いて取り組んでいってほしいと思います。 

◆委員 

そのことを直接、子どもたちや保護者にも伝えてもらえるとありがたいです。 

○教育長 

保護者や地域の人にも周知できるような方法を検討してください。子どもが帰宅して

タブレットを開いて保護者とともに考えられるようなものを準備していただけるとあ

りがたい。一度、早急に検討してください。 

◆委員 

確かに、子どもたちの登下校時のことを考えると、地域の人への周知も必要ですね。 

◆委員 

最近、記事で読みましたけど、マスクを着用していることはメールや SNS などで会話

をしている感覚と一緒の感覚なんだと。要するに、表情を読み取られてしまうことが怖

くてマスクを外すことができない子どもが増えてきているとのことです。考えてみると、

これは非常に問題が大きいような気がします。まともにコミュニケーションが図れなく

なっている子どもが増えている可能性も考えられるので、重点的に対応していくことも

必要だと思います。 

○教育長 

表情豊かに会話をすることで、相手に安心感を与えるし、伝えたいこともより伝わり

ます。しかし、小学校の低学年の子どもたちは、入学当初からずっとマスク生活です。

表情などから読み取る力を身につけていく大切な時期にそれができていません。もちろ

ん、その部分は学校もしっかり対応しておりますけど。もう一回言いますけど、ペーパ

ーか何か周知する方法を早急に検討してください。 

子ども支援研究センターから何かありますか。 

◎事務局 

不登校など心配事がいろいろありますが、教育支援センターの相談件数も 4 月の 71

件から 5 月は 102 件と増加しています。5 月に増えた理由は、ゴールデンウイーク明け

ということもあり、生活リズムの変化によるものであると思われます。6 月は現時点で

39 件です。傾向としましては、幼稚園・保育園の園児の保護者や、小学校低学年の児童

の保護者からの相談が増加傾向にあります。 

また、先日、教育支援センターの卒室生が来てくれまして、現在は高校入学して頑張



4 

っていることや自らの通室時代のことを、通室生の前で話してくれました。通室生の子

どもたちは希望が持てたと言っておりました。 

○教育長 

ありがとうございました。相談体制の詳細がよくわかりました。 

みえ松阪マラソンに関する報告はありませんか。 

◎事務局 

現在エントリー募集をしています。開始して約 1 週間ですが、定員 7,000 人のところ

現時点で 5,900 人余りという状況です。大分県を除く全国各地からエントリーしていた

だいています。 

ボランティアも集まってきていますし、準備体制としては順調に進んでいます。 

また、すべて把握しているわけではありませんが、大会前日における市内及び周辺地

域の宿泊施設の予約がかなり埋まってきているという話も聞こえてきています。 

○教育長 

私も三重県に改めてマラソンへの協力要請をしてまいりました。 

GIGA スクールに関する報告はありませんか。 

◎事務局 

1 人 1 台タブレットですが、教職員の活用能力の差が少しでも埋まるよう、子ども支

援研究センター内に GIGA ラボという部屋をつくり、「GIGA ラボ研修会」として教職員

への講座を進めております。ICT の得意な先生が講師となり教職員同士で主体的に進め

ていくような研修会です。定員は 10 人で、6 月 3 日に第 1 回を、17 日には第 2 回を開

催予定です。 

○教育長 

ありがとうございます。 

他にございませんか。 

（委員から「なし」の声） 

○教育長 

それでは、最後に事務局から次回の定例会の日程報告をお願いいたします。 

◎事務局 

次回の教育委員会定例会でございますが、 

7 月 27 日水曜日、午後 1 時 30 分から教育委員会室で開催いたしますのでよろしくお

願いいたします。 

○教育長 

それでは、これをもちまして、令和 4 年 6 月第 8 回松阪市教育委員会定例会を閉会い

たします。ありがとうございました。 

 

午後 2 時 7 分 閉会 


